
船舶事故調査報告書 

平成２９年１１月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２９年４月７日 １６時４０分ごろ 

発生場所 山口県徳山下松港 

岩島灯台から真方位０３６°１７０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５９.１′ 東経１３１°４５.２′） 

事故の概要 プレジャーボートALBATROSS
ア ル バ ト ロ ス

 Ⅸ
ナイン

は、南西進中、干出浜に乗り揚げ

た。 

事故調査の経過 平成２９年７月３１日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート ALBATROSS Ⅸ、８.５トン 

２３５－４７５６０山口、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船尾部船底外板に破口等、プロペラ翼に欠損等、舵板に曲損等 

 気象・海象 気象：天気 霧、風 なし、視程 約２０ｍ 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 山口県周南市には、４月７日０６時５０分に濃霧注意報が発表さ

れ、本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、友人３人を乗せ、レーダーを 

０.５海里レンジに設定してＧＰＳプロッターと共に作動させ、約 

２０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵によ

り徳山下松港を南西進していた。 

船長は、霧で視界が制限される状況となったので、約１０kn の速力

に減じ、レーダーに映った映像を反航船と思い、左舷対左舷で１００

ｍ以上の距離をとって通過しようと右舵を取って航行中、衝撃を感

じ、岩島北岸沖の干出浜（岩）に乗り揚げたことを知った。 

本船の喫水は、船首約１.２ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

船長は、徳山下松港を航行した経験が幾度もあったが、視界が制限

された状況での出航の経験はなかった。 

船長は、本事故当時、岩島灯台の灯光が視認できず、レーダーに映

った岩島を反航船と思ってしまったが、ＧＰＳプロッターを見ていれ

ば良かったと本事故後に思った。 

分析 本船は、霧で視程が約２０ｍとなった状況下の徳山下松港を南西進

中、船長が、ＧＰＳプロッターを使用して船位の確認を行っていなか

ったことから、レーダーに映った岩島を反航船と見誤っていることに

気付かずに右舵を取り、岩島北岸沖の干出浜に向かう態勢で航行し、



 

干出浜に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、霧で視程が約２０ｍとなった状況下の徳山下松

港を南西進中、船長が、ＧＰＳプロッターを使用して船位の確認を行

っていなかったため、レーダーに映った岩島を反航船と見誤っている

ことに気付かずに右舵を取り、岩島北岸沖の干出浜に向かう態勢で航

行し、干出浜に乗り揚げたものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・視界制限状態にある水域を航行する場合、目視とレーダーによる

見張りだけでなく、状況に応じてＧＰＳプロッターを活用して船

位の確認を行うこと。 


